
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度からスタート！ 

第１子目の出生から 

「子育て応援！きらきらパック」を支給します 
子どもを安心して産み、育てていくためには、子育ての困難さや大変さに寄り添い、

少しでもその不安感を軽減させることが大切であるため、「子育て応援！きらきらパ

ック」を出生した児童１人につき１セットをお渡しします。 

埼玉県事業と連携するともに、家庭児童相談員が対象世帯を直接訪問して手渡しす

ることにより、子育て家庭に寄り添い、いつでも気軽に相談できる“つながり”をつ

くることで「孤育て」や「ワンオペ育児」などを防止します。 

 

対象者    令和５年４月１日以降に出生した児童（生後６か月以内に市内に転

入した児童を含む）の保護者 

セット内容  ①「子育て応援！地域商品券」（5,000円分） 

         ・地域商品券取扱店舗：地域支え合い協力店登録店 

（令和５年２月 21日現在 137店舗） 

        ・有効期限 発行日から６か月間 

②「子育て応援！育児スタートサポート券」（２時間分） 

・家事援助（掃除、洗濯、買い物、調理等） 

・育児援助（授乳、おむつ交換および沐浴等の補助等） 

・有効期限 生後１歳の誕生日の前日まで 

※希望により、出産前（妊娠届提出後）でも利用できます。 

③「子育て応援！ギフト（育児用品）」（１万円相当分） 

  ※埼玉県と連携して実施する事業で、おむつや粉ミルクなどの 

育児用品を詰めたギフトの申請手続きをご案内します。 

 所得制限   なし 

 支給方法   申請不要。出生届を提出した翌月に家庭児童相談員が対象世帯を訪

問し、直接お渡しします。 
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